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平成２１年度小金井市財政健全化審査意見について 

 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３ 

条第 1項及び同法第２２条第 1項の規定により審査に付された、平成２１年度 

の健全化判断比率及び資金不足比率について審査した結果、別紙のとおり意見 

書を提出します。 
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平成２１年度小金井市財政健全化審査意見書 

 

第１ 審査の概要 

 

１ 審査の期間 

  平成２２年６月２８日から平成２２年８月１９日まで 

 

２ 審査の対象  

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項に規定する健全化

判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率）及び同法第２２条第 1 項に規定する資金不足比率について、平成２１年

度決算を対象に審査を実施した。 

 

３ 審査の手続 

  審査に付された４つの健全化判断比率及び資金不足比率について、その算

定の基礎となった事項を記載した書類が、関係法規等に基づいて調製されて

いるかを照合、確認するとともに、関係課から説明を聴取し、審査を行った。 

 

第２ 審査の結果 

 

１ 健全化判断比率 

  ４つの各指標については、計数に誤りは認められず、その算定の基礎とな

った事項が記載されている書類は、いずれも適正に調製されていると認めら

れた。 

  また、健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準数値以下であり、健全

な範囲内といえる。 

 

２ 資金不足比率 

  資金不足比率については、計数に誤りは認められず、その算定の基礎とな

った事項が記載されている書類は、いずれも適正に調製されていると認めら

れた。 

  また、資金不足比率は、経営健全化基準数値以下であり、資金不足は生じ

ていない。 
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３ 総括的意見 

  平成２１年度決算では、財政の健全化に関する法律に示されている健全化

判断比率及び資金不足比率については、いずれも基準数値以下であったが、

多摩２６市の中では高い数値になっている。 

  また、将来の世代への負担の先送りともいえる臨時財政対策債を前年度対

比４億円増の１３億円も発行するなど、財政運営は依然として厳しいものが

ある。 

  本市においては、最重要課題である新ごみ処理施設建設をはじめ武蔵小金

井、東小金井両駅の周辺整備、施設の計画的補修・整備等、多額の財源を必

要とする課題が山積している。 

  このような状況の中、行財政改革をさらに推進し、臨時財政対策債等の発

行を抑制できるよう引続き財政の健全化を図られたい。 
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健全化判断比率 

（単位：％） 

 
平成２１年度 平成２０年度 

健全化判

断 比 率 
早期健全化

基 準 
財 政 再 生 

基 準 
健全化判

断 比 率 
早期健全化

基  準 
財 政 再 生 

基  準 
実質赤字

比率  － 
 

１２．３３ 

 

２０.００ 
 － 

 

１２.２９ 

 

２０.００ 
連結実質

赤字比率  － 
 

１７．３３ 

 

４０.００ 
 － 

 

１７.２９ 

 

４０.００ 

実質公債

費比率 
 

６．４ 

 

２５.０ 
 

３５.０ 

 

７.０ 

 

２５.０ 

 

３５.０ 

将来負担

比率 
 

４８．８ 

 

３５０.０ 
 

 

５５．６ 

 

３５０.０ 
 

 ※ 実質赤字比率、連結実質赤字比率の「―」は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律等関係法令に規定された算定上において、実質赤字額、連結実質赤字

額がないことを表している。 

 ※ 基準を超えた場合には、財政健全化計画又は財政再生計画の策定等が義務づけら

れている。 

 

資金不足比率 

                                （単位：％） 

 平成２１年度 平成２０年度 

資金不足比率 経営健全化基準 資金不足比率 経営健全化基準 

下水道事業特別

会計 

 

   ― 

 

２０.０ 

 

   ― 

 

２０.０ 

※ 資金不足比率の「―」は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律等関係法  

令に規定された算定上において、資金不足額がないことを表している。 

 ※  基準を超えた場合には、経営健全化計画の策定等が義務づけられている。 

 

 


